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たつの市の人事行政の状況をお知らせします 

たつの市職員の給与や勤務条件など人事行政の運営等の状況は、次のとおりで

す。 

１  総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分 住民基本台帳  

人口 (29年度末 ) 

歳  出  額  

Ａ 

実質収支 人  件  費  

Ｂ 

人件費率  

Ｂ／Ａ 

(参考 ) 

28年度の  

人件費率 

 

29年度 

人  

77,276  

千円  

33,936,187 

千円  

653,097 

千円  

  4,340,295 

％  

12.8 

％  

12.5 

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  職員数  

Ａ  

給      与      費  一人当たり  

給与費  B / A  

 

 

 

 

(参考 ) 

類似団体平均  

一 人 当 た り 給 与 費       

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当     計  Ｂ  

 

29年度 

人  

495 

千円  

1,849,463 

千円  

298,393 

千円  

733,734 

千円  

2,881,590 

千円  

5,821 

        千円  

5 , 8 8 7  

   （注） 1 職員手当に、退職手当を含まない。  

       2 職員数は、平成 29 年 4 月 1 日現在の人数である。  

 

(3) ラスパイレス指数の状況（平成３０年４月１日現在）  

   ９９．１  

    （注）  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する  

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政俸  

給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。  

 

(4) 給与改定の状況  

    ①月例給  

 

区  分  

 

 

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定率  

 

 

29年度  

％  

0 . 1 5  

 

 

 

％  

 0 . 1 5  

    

 ②特別給  

 

区  分  

 

 

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

29年度  
月  

4 . 4  

 

 

月  

4 . 4  

  （注）「年間支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。  
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２  職員の平均給料月額、初任給等の状況  

(1)  職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）  

職  種  平 均 年 齢      平均給料月額 

行  政  職 ４３．２歳 ３２９，８８８円 

技能労務職 ４８．０歳 ３０１，８３０円 

医療職 (１ ) ４４．５歳 ４８８，６００円 

医療職 (２ ) ３８．４歳 ２８６，８９４円 

医療職 (３ ) ３９．５歳 ２９９，８６６円 

 （注）「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均  

である。   

 

 (2) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）                                         

区     分 たつの市 国  

行  政  職 大  学  卒 １８７，２００円  １８０，７００円  

高  校  卒  １５３，０００円  １４８，６００円  

技能労務職 高校卒 (労務 ) １５５，５００円  １４６，０００円  

医療職 (１ ) 博士課程修了  ３６９ ,１００円 ３３２，４００円  

医  大  卒  ３３３ ,１００円 ２４７，９００円  

医療職 (２ ) 大  学  卒  １９９ ,４００円 １８６，９００円  

短大卒３年  １９３ ,２００円 １７５，７００円  

短大卒２年  １８６ ,９００円 １６４，７００円  

医療職 (３ ) 看護師（大学卒） ２１９ ,０００円 ２１０，９００円  

看護師（短大卒３年） ２１３ ,５００円  １９８，８００円  

看護師（短大卒２年） ２０８ ,１００円  １９０，５００円  

准 看 護 師 １７４ ,６００円 １６３，０００円  

 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別標準給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）  

    区     分 経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

行政職 大学卒 ２６１，６１６円 ３５２，４４４円 ３７６，１７１円  ３９６，５２５円  

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 ( 1 )一 般 行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）  

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

８  級  理事    ５人   １．４％  

７  級 部長     ７人   ２．０％ 

６  級 参事、課長    ２６人  ７．４％ 

５  級 課長、主幹    ８３人 ２３．７％ 

４  級 課長補佐、副主幹   ９６人 ２７．４％ 

３  級 係長、主査  ７６人 ２１．７％ 

２  級 主事、技師     ３８人 １０．９％ 

１  級 主事、技師、主事補、技師補     １９人   ５．４％ 
 （注）１  たつの市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  
        ２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名である。  
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況              

                       基準日：平成３０年１月１日  

勤務成績 昇給区分  
昇給の号数 

５５歳以下の職員  ５５歳を超える職員（注１）  

極めて良好である職員 Ａ  ８号給 ２号給 

特に良好である職員  Ｂ  ６号給  １号給  

良好である職員  Ｃ  ４号給  ０号給  

やや良好でない職員  Ｄ  ２号給  ０号給  

良好でない職員  Ｅ  ０号給 ０号給  

（注１）  技能労務職・医療職は、５５歳を５７歳と読み替える。 

 

４ 職員の手当の状況  

 (1)  期末手当・勤勉手当  

た  つ  の  市                  国 

１人当たり平均支給額 (平成 29年度 ) 

１，５６５千円 
－ 

（平成 29年度支給割合）  

     期末手当        勤勉手当  

  ２．６０月分     １ ． ８ ０ 月分  

（平成 29年度支給割合）  

     期末手当        勤勉手当  

  ２．６０月分     １ ． ８ ０ 月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  

(2)  退職手当（平成３０年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

た  つ  の  市  国 
（支給率）         自己都合   勧奨・定年  

勤 続 2 0 年      19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年      28.0395月分   33.27075月分  

勤 続 3 5 年      39.7575月分     47.709月分  

最 高 限 度 額       47.709月分     47.709月分  

1人当たり平均支給額  4 , 7 8 3千 円   2 1 , 0 3 2千円  

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2～ 4 5 % 

（支給率）        自己都合   勧奨・定年  

勤 続 2 0 年   19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年   28.0395月分   33.27075月分  

勤 続 3 5 年   39.7575月分     47.709月分  

最 高 限 度 額    47.709月分      47.709月分  

 

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2～ 4 5 % 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給  

   された退職手当の平均額である。  

 

  

(3) 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）  

支給実績（平成 29年度決算） １，３２９千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 (平成 29年度 )   ４．４％ 

手当の種類（手当数） ８手当  

手当の名称  主な支給対象業務  左記職員に対する支給単価  

感染症防疫作業手当  
感染症患者の収容又は患家の消毒

等に従事する者  
日額 290円  

行旅死病人手当  
行旅死病人の移送、埋葬等に従事す

る者  
行旅死病人１件１人 2,000円  

清掃作業手当  清掃作業に従事する者  
収集業務１日 300円  

センター勤務者１日 300円  

動物死体処理手当  動物死体の収集作業に従事する者  １件 1,000円  
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葬祭手当  葬祭用具取扱作業に従事する者  

遺体運搬１体 400円  

飾り付け業務１体 300円  

老人ホーム入所者遺体納棺１体 1,000円  

下水処理手当  
下水処理施設に勤務し、清掃作業等

に従事する者  
日額 200円  

精神障害者取扱手当  
特殊な精神病者の収容、移送等に従

事した者  
１件 1,000円  

保護調査手当  
保護の調査又は査察指導のため訪

問した者  
１件 150円  

（注）  支給実績及び職員全体に占める手当支給職員の割合は、一般会計、特別会計職員に係るもの  

である。また、水道、病院に係る特殊勤務手当を省略する。  

 

 (4) 時間外勤務手当  

支給実績（平成 29年度決算）  １０４，０２１千円 
職員１人当たり平均支給年額（平成 29年度決算）  ２ ７ ４ 千円 

（注）時間外勤務手当の中に、休日勤務手当を含む。  

 

(5) 管理職手当  

支給実績（平成 29年度決算）  ８ ０ ， ０ ５ ０ 千円 
職員１人当たり平均支給年額（平成 29年度決算）  ５６８千円 

 

(6) その他の手当（平成３０年４月１日現在）  

手  当  名 内容及び支給単価 異同  
国の制度と  

異なる内容  

支給実績  

(平成 29年度決算 ) 

扶養手当  

(1)配偶者     6,500 円  

(2)子     10,000 円  

(3)父母等    6,500 円  

各 6,500 円  

※ 16 歳から 22 歳年度末までの子は、

5,000 円加算  

同   

千円  

６１，４７３ 

住居手当  

借家居住者  

月額 12,000 円を超える家賃の場合、

27,000 円を限度に支給  

同   

千円  

１４，８５２ 

通勤手当  

交通機関利用者  

実費支給（限度額 55,000 円）  
同   

千円  

３２，３４２ 
交通用具利用者  

通勤距離により 2,000 円～ 31,600 円  
同  

 

（注）異同欄は、国の制度との異同を示す。  
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５  特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）  

区      分 給 料 月 額 等                     

給  

料 

市      長  

副   市   長  

教   育   長  

７７２，０００円  

６８０，０００円  

６１６，５００円 

報  

酬 

議      長  

副   議   長  

議      員 

５２４，０００円  

４４８，０００円  

４０４，０００円 

期  

末  

手  

当 

市      長  

副   市   長  

教   育   長 

（平成 29年度支給割合）  

    ４．４０月分 

議      長  

副   議   長  

議      員 

（平成 29年度支給割合）  

    ４．４０月分   

退  

職  

手  

当 

 

市      長  

副   市   長  

教   育   長 

 （算定方式）                       （支給時期）  

 給料月額×40/100×在職月数 (48月上限 )  退職日から１ケ月以内  

給料月額×24/100×在職月数 (48月上限 )  退職日から１ケ月以内  

給料月額×18/100×在職月数 (48月上限 )  退職日から１か月以内  

 

６  職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況  

                                                     （各年４月１日現在）  
          区  分 
部  門  

職   員   数 対  前  年 
増  減 数 平成 29年 平成 30年 

  
 普 
  
 通 
  
 会 
  

 計 
  

 部 
 
 門 
 

 
 一  
 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

 
議会  
 
総務  
 
税務  
 
民生  
 
衛生  
 
農林水産 
 
商工  
 
土木  

 
５  

 
１０４  

 
３０  

 
１０３  

 
４５  

 
２８  

 
１１  

 
４５  

 
５  

 
９７  

 
３０  

 
１０３  

 
４１  

 
２８  

 
１１  

 
４８  

 
０  

 
△７  

 
０  

 
０  

 
△４  

 
０  

 
０  

 
３  

計  ３７１  ３６３  △８  

 教育部門 １０２  １１０  ８  

小    計 ４７３  ４７３  ０  

 
 公 
 営  
 企  
 業  
 等  
 会  

 
病院  
 
水道  
 
下水道  
 
その他  

 
１３５  

 
１５  

 
１６  

 
２９  

 
１３８  

 
１４  

 
１７  

 
２９  

 
３  

 
△１  

 
１  

 
０  
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 計 
 部  

門  

小    計 １９５  １９８  ３  

 合   計  
６ ６ ８  

[８ ０ ６ ]  
６ ７ １  

[８ ０ ６ ]  
３  

       

 
 （注）１  職員数は、一般職に属する職員数である。  

    ２  定員管理調査による区分とし、揖龍地区農業共済事務組合及び播磨高原広域事務組合派遣

職員を除く。  

    ３  [     ]内は、条例定数の合計である。  
 

(2) 年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）  

 

区  分 

20歳  

 

未満 

20歳  

～  

23歳 

24歳  

～  

27歳 

28歳  
～  

31歳 

32歳  

～  

35歳 

36歳  

～  

39歳 

40歳  

～  

43歳 

44歳  

～  

47歳 

48歳  

～  

51歳 

52歳  

～  

55歳 

56歳  

～  

59歳 

60歳  

 

以上 

 

計 

 

職員数  

人  
 

0 

人  
 

34 

人  
 

47 

人  
 

65 

人  
 

58 

人  
 

71 

人  
 

66 

人  
 

107 

人  
 

79 

人  
 

72 

人  
 

70 

人  
 

2 

人  
 

671 
  
 

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況  

  ①  定員適正化目標（数・率）  

             計画期間  

数値目標 
始  期  終  期  

 
平成２７年４月１日

 

 
平成３２年４月１日

 

職員削減数    １６人  

職員削減率   ２．９％ 
 （注）  医療職を除く。以下、②、③同じ。  

 

  ②  平成３０年４月１日現在における定員の数値目標  

    ５ ５ ０ 人  

 

  ③  定員適正化計画の年次別進捗状況（実績・計画）の概要  

                                                                 （各年４月１日現在）  

第１次定員適正化計画 
実 績 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

４月１日現在職員数（人） 900 880 868 832 798 769 

対前年削減数    （人）   △  20 △  12 △  36 △  34 △  29 

対前年削減率    （ %）   △ 2.2 △ 1.4 △ 4.1 △ 4.1 △ 3.6 

累計削減数     （人）   △  20 △  32 △  68 △ 102 △ 131 

累計削減率     （ %）   △ 2.2 △ 3.6 △ 7.6 △11.3 △14.6 

  

第２次定員適正化計画 
実 績 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

４月１日現在職員数（人） 769 739 727 586 566 556 

対前年削減数    （人）  △  30 △  12 △ 141 △20 △10 

対前年削減率    （ %）  △ 3.9 △ 1.6 △19.4 △3.4 △1.8 

累計削減数     （人）  △161 △ 173 △ 186 △ 206 △216 

累計削減率     （ %）  △17.9 △19.2 △24.1 △26.7 △28.0 
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定員適正化計画 
実績 計画 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

４月１日現在職員数（人） 556 561 555 555 548 551 

対前年削減数    （人）  5 △6 0   

対前年削減率    （ %）  0.9 △1.1 0   

累計削減数     （人）  △211 △217 △217   

累計削減率     （ %）  △27.3 △28.1 △28.1   

 

７ 職員の勤務時間その他勤務条件及び服務の状況 

(1)一般職員の勤務時間の状況  

１週間の正規の勤務時間  開始時間  終了時間  休憩時間  

38 時間 45 分  8 時 30 分  17 時 15 分  12 時 00 分～ 13 時 00 分  

 

(2)年次休暇の取得日数  

１年間で２０日以内 

 

(3)主たる休暇の種類及び内容  

 休暇の種類  内    容  日   数  給与支給  

病気休暇  負傷又は疾病による療養のための休暇  
公務外の負傷又は疾病

の場合９０日以内  
有給  

社会貢献活動休暇  
災害時に被災者を支援するなどのボラン

ティアを行う場合の休暇  
５日以内  有給  

結婚休暇  結婚に当たっての行事のための休暇  ５日以内  有給  

産前産後休暇  出産前後の母体保護を目的とした休暇  
産前８週 (多胎妊娠の場

合１４週 )、産後８週  
有給  

育児時間  
生後１年に達しない子の授乳等のための

休暇  

１日２回  

各３０分以内  
有給  

配偶者の出産休暇  妻の出産に伴う休暇  ２日以内  有給  

男性職員の育児参加

のための休暇  

妻が出産する場合に、その子又は小学校

就学前までの子を養育するための休暇  
５日以内  有給  

子の看護休暇  
小学校就学前までの子を看護する場合の

休暇  

５日以内（子が２人以上

の場合は１０日以内）  
有給  

短期介護休暇  
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の介

護を行うための休暇  

５日以内（要介護者が２

人以上の場合は１０日

以内）  

有給  

忌引休暇  親族の死亡に伴う休暇  
７日以内で別に定める

基準以内  
有給  

夏季休暇  
夏季における健康の維持等を目的とする

休暇  
５日以内  有給  

介護休暇  
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の介

護を行うための休暇  
６月以内  無給  
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組合休暇  
職員団体の役員が、職員団体の運営業務

又は活動に従事する場合の休暇  
３０日以内  無給  

育児休業  
地方公務員の育児休業等に関する法律に

基づく子を養育するための休業  

３歳の誕生日に達する

日の前日まで  
無給  

 

８ 職員の分限及び懲戒処分 

(1)分限処分 

    職員の勤務成績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又は長

期休養を要する場合に、任命権者が、公務能率を維持するために免職、休職、降給、降任

する。  

種  類  免  職  休  職  降  給  降  任  計  

処分件数  ５    ５  

（注）１  処分件数は、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までの間に係るものである。  

２  休職処分は、心身の故障に基づくものである。  

 

(2)懲戒処分 

    職員が法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場

合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に、任命権者が職員を免職、停

職、減給、戒告する。 

種  類  免  職  停  職  減  給  戒  告  計  

処分件数 １     １  

（注）  処分件数は、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までの間に係るものである。  

 

 

 

９ 職員の研修及び勤務成績の評定 

 

(1)職員研修 

研修の種類 内       容 

職場研修 管理監督職員が、仕事を通じて職員の資質向上を図る研修  

庁内研修 庁内講師又は派遣講師により実施する技能等の習得研修  

派遣研修 兵庫県自治研修所等において開催される技能等の習得研修  

自主研修 職員の自発的な参加に基づく活動及び報告会 

  

 

(2)勤務成績の評定 

    人事管理上必要な職員に関する基礎資料を得て、客観的かつ公正に職員の勤務実績を測

定し評定することで、公正な人事行政の運営と、職員の執務能力の発揮及び増進を図るこ

とを目的として実施した。  

１０ 職員の福祉及び利益の保護 

(1)職員の福利厚生   

区  分  実  施  主  体 内    容 

共済制度 

兵庫県市町村職員共済組合  短期給付、長期給付等（民間でい

う社会保険、厚生年金）に関する

事業  
公立学校共済組合兵庫支部  
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たつの市職員互助会 職員の相互共済と福利増進のため

の事業、各種給付事業等  兵庫県学校厚生会 

公務災害

補償  
地方公務員災害補償基金  

公務上受けた労働災害（公務災害）

についての地方公務員災害補償法

に基づく補償 

 

(2)利益の保護 

①勤務条件に関する措置の要求  

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して適当な措置が執

られるよう要求することができる。 

②不利益処分に関する不服申立て 

     職員は、懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分に対し、公平委員会に不

服の申立てをすることができる。 


